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1.古 代都 市 「藤 原 京 」 の 誕生

日本 初 の都 城 建 設 奈 良 盆地 の 南 端 に近 い,大 和 三 山 に囲 まれ た地 域 を 中心 と し

て,天 武5年(676)に 大 が か りな土 木 工 事 が は じま った 。山 を削 り,谷 を埋 め て土

地 造成 を お こ ない,そ こに側 溝 を掘 削 して,縦 横 に走 る道 路 が つ く られ てい く。『日
に い き

本 書 紀』天 武5年 是 年 条 は 「新 城 」 と表 記 す るが,持 統8年(694)に 都 とな る 日本

初 の本 格 的 な都 城,藤 原 京(1)の 建 設 で あ る。

こ うした未 曾 有 の 大 工事 は,当 時 の 人 々 の 目に は,神 の所 業 に も比 す べ き もの と

映 った ら しい 。『万 葉集 』巻19に は,壬 申の 乱 が 平定 され た の ち に作 られ た とい う,

次 の 歌 が載 せ られ て い る。
た ゐ み や こ

大君 は神 に しませば 赤駒の腹ばふ 田居 を京 師 とな しっ(4260)
み ぬ ま み や こ

大君 は神 に しま せ ば 水 鳥 の す だ く水 沼 を皇都 とな しっ(4261)

この2首 につ い て は,従 来,天 武 に よ る飛 鳥浄 御 原 宮 の造 営 を歌 った もの と解 す

るの が一 般 的 で あっ た。 けれ ども,当 時 の浄 御 原 宮 周辺 に 「赤 駒 の腹 ばふ 田居 」 や

「水 鳥 のす だ く水 沼 」が 広 が って い た とは 考 え られ ない 。「京 師 」「皇都 」 とい う表 現

とあ わせ て,よ り広 い範 囲 の 造成 工事 に 関 わ る可 能性 が高 い だ ろ う(岸1987。 岸1988,

pp.271-306)。 飛 鳥浄 御 原 宮 が既 存 の施 設 を継 承 した 宮殿 で,大 規模 な新造 にか か る

もの で は ない とす れ ば(小 澤2003,pp.19-71),年 次 的 な 関係 か らも,新 城 す なわ ち

藤 原 京 の造 営 を歌 っ た とみ るの が 妥 当 だ と思 う。

藤原 京 成 立 の 意 義 で は,莫 大 な 労 力 を費や して新都 を建 設 した 理 由 とは何 だっ

た の だ ろ うか。

藤 原 京 に先 だ って 宮殿 が おか れ た飛 鳥 に は,浄 御 原 宮(672～694年)や 後 岡本 宮

(656～672年)な ど,天 皇 の 宮殿 を 中心 に,さ ま ざま な施 設 が集 中 してい た。 しか

し,地 形 的 な制 約 か ら,い ず れ も充 分 な 面積 を確 保 す る こ とはか なわ ず,施 設 の配

置 も整 っ た も の とは 言 い が たい 。 ま た,そ の 中枢 部 は宮殿 や 寺 院 と関係 施 設 の集合

体 で あ っ て,一 部 の僧 尼 を 除 き,皇 族 以外 の 人 々 が居住 す るた め の空 間 は存 在 しな

か っ た。 お そ ら く,朝 廷 に 出仕 す る氏 族 も,多 くは 自身 の本 拠 地 に住 み,必 要 に応

じて宮 に通 う とい うか た ち を とって い た と想 像 され る。
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これ らは,律 令 と よばれ る基 本 法 典 に基 づ き,全 国 を統治 す る国 家 体制 を め ざ し

てい た 当時 の 日本 に とっ て,望 ま しい もの で はな か った。 天 皇 を 中心 と した 中央 集

権 化 を推 し進 め る うえで は,豪 族 の 配 下 で仕 事 を して い た者 た ち を,直 接 天 皇 に仕

え る官 僚 へ と転 身 させ,毎 日役 所 に 出勤す る こ とで 俸 禄 を得 る,と い うし くみ に変

え る必 要 が あ っ たの で あ る。

た だ し,そ の た めに は,宮 殿 か ら一 定 の範 囲 内 に,官 僚 を住 ま わせ る空 間 を政 府

が用 意 しな けれ ば な らな い。 こ う して,前 代 まで とは異 な り,広 大 な京域 を もつ 恒

久 的 な都 が 建 設 され る こ とに な った 。 っ ま り,京 域 とは,ま ず 第 一 に官 僚 の 居住 空

間 に ほ か な らず,各 地 の 氏族 は本 拠 地 を離れ て京 内 に居 住 させ られ,名 実 と もに は

じめ て の 「都 市住 民 」 が誕 生す る ので あ る。

なお,彼 らに は,位 階 に応 じて 宅 地 が分 け与 え られ た が,そ の便 宜 を図 るた め に,

縦 横 に走 る道 路 で 区画 され る中 国風 の規 格 的 な街 割 りがつ く られ てい た 。 これ を条

坊 と呼ぶ 。 そ の最 小 単位 は約133m(375大 尺(2))四 方 で,こ れ が条 坊 制 の1町 に あ

た る。 この規 格 は以 後,平 城 京 や 長 岡京,平 安 京 な どの 日本都 城 に ほ ぼ踏 襲 され て

い く こ とに な るが,そ の は じま りは藤 原 京 に あ っ た。

さ らに,京 の住 人 に は,人 口の1～2割 に達 す る僧 尼(吉 川2004)や,全 国 か ら

召集 され た 多 くの兵 士 も含 ま れ て い た(舘 野1994)。 彼 らもま た,商 工 業 な どに従

事す る人 々 と と もに,京 の性 格 を特 徴 づ け る居 住 者 と言 え る。藤 原 京 の最 大 の特 質

は,前 代 とは 異 な る こ う した 多数 の都 市 住 民 と条 坊 の存 在 に あ り,そ の都 市 的 指標

は次 の よ うに整 理 で き よ う(小 澤2003,p.203)。

(1)周 囲 の 農村 と視 覚 的 に区別 され る集 住 空 間 と して,明 確 な領 域 を もつ こ と

(2)居 住 者 の 面 にお い て,周 囲 の農 村 の住 民 との 間 に質 的 な差違 を有 す る こ と

(3)そ れ らが 一過 性 の もの で は な く,あ る程 度 の恒 久性 を もっ て 存在 す る こ と

京 の 統 治 は,京 職 の も とに坊令,そ の下 に坊長 をお く行 政 組 織 に よっ てお こなわ

れ て い た。 一 方,諸 国 の場 合 は,国 一 郡(評)一 里 とい う行 政 単位 の そ れぞ れ に,

国 司,郡 司,里 長 が配 され る。 両者 はま った く別 の体 系 をな し,全 国 の統 治 は 「京 」

と 「国 」が あ い ま っ て完 結 す る もの で あ った。 「京 」 を特 別 に重 視 す る点 に,日 本 の

律 令 制 の 特 質 をみ る こ とがで き る(岸1987)。

また,藤 原 京 の成 立 に は,当 時 の 国際 情 勢 も大 き く関 わ って い た。天 智2年(663)

の 白村 江 の 戦 い で唐 ・新 羅 の連 合 軍 に大 敗 を喫 した 日本 は,中 国 を規 範 と した 国家

体 制 の整備 を急 ぐ と と もに,そ の 象徴 的存 在 と して の都 城 を建 設 す る必 要 に迫 られ

た ので あ る。 この 意 味 で も,藤 原 京 は,社 会 的 な分 業 の発 展 が もた ら した 自然発 生

的 な都 市 で は な く,あ くま で も国 力 を結 集 して 建 設 され た 計 画 的都 市 で あ り,き わ

め て政 治 的 な産 物 で あ っ た。
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2.藤 原 宮 の画 期 性

以 上 の よ うに,藤 原 京 は,結 果 的 に は和 銅3年(710)3,月 に 平城 京 へ遷i都 す る

まで の15年 あ ま りとい う短 期 間 の都 に お わ った が,日 本 にお け る律 令 制 都 城 の成 立

を告 げ る もの と して,き わ めて重 要 な意 義 を もっ て い る。

瓦 葺 の 宮 殿 この 中心 をなす 藤 原 宮 は,一 辺 約920m前 後(2,600大 尺)の 広 大 な

面 積 を 占 め,掘 立柱 の問 を土壁 で ふ さいだ 瓦葺 きの 大垣 で 囲 まれ た 内部 に,多 数 の

建 物 が 計 画 的 に配 置 され て い た。 天 皇 の住 ま い で あ る内裏 や,政 治 ・儀 式 の場 で あ

る大 極 殿 ・朝 堂 をは じめ と して,さ ま ざまな役 所 が お かれ た空 間で あ る。 そ して,

大 極 殿 ・朝 堂 な どの 中枢 部 や 大垣 に 開 く門は,礎 石 上 に建 つ 瓦 葺 き建 物 とな っ た。

そ の柱 は赤 く,窓 は緑 色 に塗 られ,飾 り金 具 が金 色 に輝 い て いた こ とだ ろ う。

こ う した 中国 ふ うの建 築 様 式 は,以 前 か ら寺 院 には 導入 され てい た が,宮 殿 と し

て本 格 的 に採 用 した の は藤 原 宮 が 最初 で あ る。 そ れ らは,は じめか ら,天 皇 の代 を

越 えた 恒 久 的 な施 設 と して建 設 され,同 時 に,天 皇 を頂 点 とす る国 家 の権 威 を示 す

象 徴 とも な った。 藤 原 宮 は,方 形 の 宮域 に さま ざま な 施設 を包 括 しえた 点 だ け で な

く,建 築 構 造 の 面 で も,宮 都 の歴 史 上,画 期 的 な存在 で あっ た とい え る。

大 極 殿 と十 二 朝 堂 ま た,大 極殿 そ の ものは,天 武 朝 の飛 鳥 浄御 原 宮 で新 設 され

た とみ て よい と考 え る が(小 澤2003,pp.115-153),こ と使 用 法 に関 して は,藤i原 宮

以後 の都 城 との間 に 明 らか な相 違 が認 め られ る。 原 則 的 に天皇 の独 占的 空 間 と して

の大 極 殿 とそ れ を取 り囲む 一 郭 は,藤 原 宮 で は じ めて 成 立 した ので あ る(狩 野1990,

PP.225-259。 鬼 頭2000,PP.271-299)。

そ して,天 皇 に対す る臣 下 の座 で あ る朝 堂 は,そ の前 面 に,広 大 な 区画 と して設

け られ た。以 後,平 城 宮 や 平安 宮 に共 通 す る12の 朝 堂 を もつ ス タイル は,や は りこ

れ を もっ て嚆 矢 とす る。 この大 極 殿 ・朝 堂 で は,さ ま ざ まな儀 礼 の ほか,口 頭 決 裁

を中 心 とす る政 務,宴 会 な どが お こな われ た。

な お,藤i原 宮 の大極 殿 ・朝 堂 は,1930年 代 に は じま る 日本 古文 化研 究所 の発 掘 調

査 で概 略 が 明 らか に され て い る が,現 在 の水 準 に照 らす と,問 題 とな る部分 も少 な

くな い。そ こ で,1960年 代 以 降,一 部 の再 調 査 を含 めて発 掘 が再 開 され,と くに1999

年 か らは,継 続 的 に この 地域 の発 掘 調 査 が進 め られ て い る。

そ の結 果,建 物 をは じめ とす る遺 構 の正確 な位 置 を把 握 で きる よ うにな る と とも

に,大 極 殿 の 規模 が 日本 古 文 化研 究所 の推 定 す る7×4間 で はな く,9×4問 で あ

る こ と,そ の 南東 に 「東 楼 」 に比 定 され る9×4間 の大 型 建 物 が存 在 す る こ とが判

明 した。 大 極殿 南 門 につ い て も,7×2間 の規 模 を もつ こ とを確 認 して い る。

ま た,朝 堂 規模 が東 第 一 堂 ～第 三堂 です べ て 異 な り,そ れ ぞ れ に格 の違 い が 存在

す る こ と,東 第 一堂 に床 が な く,倚 子 の使 用 が想 定 され る の に対 し,第 二 堂 以 下 は
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床 張 りの 可能 性 が あ る こ と,第 三 堂 や 第 四 堂 で は建 設 途 中で梁 行 規 模 の変 更 が お こ

な われ た こ とな ど,注 目す べ き知 見 が 得 られ て い る。

一 方
,先 行 す る条 坊 道 路 も検 出 され,藤 原 京 の造 営 過 程 に 関す る重 要 な成 果 が 上

げ られ た。 さ らに,大 極殿 ・朝 堂 の東 西 に 広 が る官 衙:地 区で は,掘 立 柱 塀 で 囲 まれ

た 官衙 区画 が規 格 的 に配 置 され てい た 状 況 が 明 らか にな りつつ あ る。

前 期難 波 宮 との 関 係 ち な み に,こ れ と同様 に多 数 の 朝 堂 を配 置 した 区画 は,掘

立 柱構 造 で は あ る もの の,前 期 難 波 宮 で す で に成 立 をみ て い る。 こ の宮 殿 は,白 雉

3年(652)9月 に 完成 した 孝 徳 朝 の難 波 長 柄 豊 碕 宮 に あた る こ とが 確 実 で(中 尾

1995,pp.2-96。 直 木1994,pp.102-114。 吉 川1997),朱 鳥 元年(686)正,月 に焼 失 す

る まで存 続 した。

前 期難 波 宮 の朝 堂 につ い て は,14堂 以 上 で あ る こ とを確認 して お り,16堂 とな

る可 能性 が 高い(植 木1998)。 た だ し,前 期 難 波 宮 と藤 原 宮 は,朝 堂 区画 の設 計 に

共 通 点 は認 め られ るが,掘 立柱 と礎 石 とい う違 い以 外 に も,朝 堂 の数 や そ の 正殿 に

あた る部 分 の構 造 な ど,相 違 点 もか な り目立っ 。

これ らは,両 者 の造 営 時期 の差 を示 す と考 え て よい だ ろ う。 前 期 難 波 宮 の創 建 年

代 につ い て は,孝 徳 朝 とす る説 の ほか に,天 武 朝 に求 め る説 が あ るが(木 原1987。

仁 藤1998,pp.202-216),こ の点 か らも成 立 しが たい と思 う。 なお,飛 鳥浄 御 原 宮 の

場 合 は,地 形 的 な制約 に よ り,前 期 難 波 宮 の よ うな多数 の朝 堂 を配 した 区画 は設 け

られ な か っ た けれ ど も,大 極 殿 一 郭 の独 立性 か らみ て,前 期 難 波 宮 と藤 原 宮 の 間 に

位 置 づ け る こ とが で き る(林 部2001,pp.70-106,pp.295-318)。

3.藤 原 京 と条 里

な お,同 じ頃,農 村 に お い て は,耕 作す る 田を農 民 に分 け与 え,一 定 の税 を徴 収

す る班 田収 授 制 が 成 立 して い る。 そ の た め に 口分 田 の規格 を統 一 す る必 要 か ら,条

里 と呼ぶ 方 眼状 の土 地 区 画 が広 い 範 囲 に わ た っ て施 工 され た。 こ の方 眼 の最 小 単位

は約109m(300大 尺(3))四 方 で,こ れ が条 里 制 の1町 とな る。

条坊 とな らび,こ う した規 格 的 な 土 地 区画 は,人 々 に与 え る田や 宅 地 の面積 を正

しく算 出 し,割 り当て る うえ で,き わ め て有 効 で あ った。 とい うよ り,そ れ らを 円

滑 にお こ な う手 段 と して,条 里 と条 坊 が設 定 され た とみ るの が正 鵠 を射 てい る。 こ

れ 以外 の理 由で,一 定 の規 格 を も った 土 地 区画 を広 汎 に施 工す る必 要 性 は見 出 しが

た い だ ろ う。

した が って,条 里 の本 質 は 口分 田の 班給 に あ り,条 坊 の本 質 は宅 地 の班 給 にあ っ

た とい うこ とが で き る(北 村1993)。 農 村 の条 里 と都城 の条 坊 とは,土 地 区 画 に お

い て律 令 国 家 を支 え る2本 の柱 だ っ た の で あ る。
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条里の設定年代 ちなみ に,都 が平城京 へ遷 ったのち,藤 原京域 は全面に条里が

施 工 され て,条 坊の痕跡 は地上か らまった く失 われてい る。一方,平 城京 では条坊

痕跡 が現在 まで遺存す るため,奈 良盆:地のほぼ全域 にお よぶこ うした体系的条里 の

設 定は,平 城京 の造営以後 に降る とす る見方が有力 であった。また,発 掘調査 では,

現存条里 の設定が11世 紀以降 に降 る事 例 もい くつ か報告 され てい る。

しか しながら,8世 紀 に条里が広 く存在 していたことは,数 々の史料か らみて疑

問の余地が ない。実 際の ところ,律 令 国家 を除いて,盆 地全域 に統一的な条里 を構

築す る必要があった とは思われない し,そ れ を可能にす る営力の存在 も認 めがたい。

加 えて,平 城京 の条坊 は,そ れ以前 か らあった体系的条里(大 和統一条里)地 割 を

消す かた ちで施 工 され たことが論証 され(井 上2004,pp.403-537),条 里の設定 は平

城京造営以前に溯 るこ とが確 実 となっている。

よって,年 代の降る事例 は,条 里地 割がお よんでいなかった部分での,河 川 の付

け替 えを含む局地的な条里施 工 と解 される。 これ らが,全 体 として耕 地の飛躍的増

大をもた らした ことは事実であ り,そ の意義 は重視 され ねばな らないが,先 行す る

統一的条里の設 定には,は るかに画期 的な意義 が存在 したはずで ある。

実際,藤 原京 が,す でに存在 していた 田を京域 に取 りこんでいった よ うす は,先

の万葉歌や,「 新城 」造営を記す 『日本 書紀』天武5年(676)是 年条 か らも うかが

える。ただ し,こ れ らが規格化 され た条里水 田か ど うかは不詳で,現 在 までの発掘

調査で も,藤 原京 の造営 に先行す る条 里を確認 した例はない。 もっ とも,そ の位 置

が現存条里 に踏 襲 されてい る以上,古 い条里遺構の抽 出は困難な場合 も多いが,条

里 の設定は,藤 原京条坊 とほぼ同時か,そ れ に遅れ るかたちでお こなわれた とみ る

のが妥 当ではないだろ うか。少 な くとも,当 時 の政治や社会情勢を勘案す る と,天

武朝 を溯 る時期 に,体 系的条里を広汎 な地域 に設定 しうるだけの条件 が整 っていた

とは考 えがたい と思 う。

条里 と条坊 このよ うに,大 和統一 条里 の施工が天武朝以後に降 るとすれ ば,程

度 の差はあ って も,藤 原京条坊 の造営 と重なって くる可能性 が大 きい。したがって,

大局的 には,両 者 は並行 して進 め られ た とみて よいだろ う。 あるいは,条 坊の計画

が先 にあって一部 は実施 に移 され なが ら,途 中で条里の設定が介入 したために頓挫

す る,と い う事態 もあ りえたか もしれ ない。藤原京の造営 が中断をは さんで長期化

した背景には,こ うした条里 との関わ りがあった ことも充分想定 され るのである(小

享睾2005)。

いずれに して も,以 上 のよ うな大和 統一条里が,平 城京 の造営以前 に成立 してい

たのは確 実であ り,藤 原京が都 として機能 した段階に,京 域の外側 は,条 里水 田の

広が る景観 を呈 していた とみて間違 いない。一方,条 坊 が施工 され た京 内は,視 覚
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的 にもそれ か ら截然 と区別 された都市空間であった。 したがって,条 坊 の存在 こそ

が,京 とい う領域 を明確 に示す最大の指標 であ り,そ の広 が りが直接京域 に関わる

ことは否定 しがたいだろ う(4)。

4.藤 原 京 の造 営 過 程

しか しな が ら,藤 原 京 が完 成 にい た る経 緯 は単 純 で は な く,し か も,そ の造 営 は

長 い年 月 に わ た った こ とが判 明 して い る。

新 城 と京 師 まず,そ れ に か か わ る最 初 の記 事 は,冒 頭 に触 れ た天 武5年(676)

是 年 条 の 「新 城 」で あ り,そ の範 囲 内 の 田 は耕 作 されず 荒 廃 した と見 え るが,結 局,

この とき は遷 都 にい た っ て い な い。 そ の 後,天 武11年(682)3月 には,三 野 王や

宮 内官 大 夫 た ち をふ た た び 「新 城 」 に派 遣 して地 形 を視 察 させ,都 をつ くろ うと し

た こ とが記 され る。 そ して,こ の半 月 後 に は,天 武 自身 も 「新 城 」 に行 幸す る。 以

後,表 記 は 「新 城 」 か ら 「京 師」へ とか わ り,翌 年(683)7.月 の 「京 師」巡 行 をへ

て,天 武13年(684)3,月 の 「天 皇,京 師 を巡 行 して 宮 室 の 地 を定 む 」 とい う記 事

にっ な が っ て い く。

最 後 の 「宮 室 」 が藤 原 宮 を指 し,前 年 の記 事 を含 め て 「京 師 」 が藤 原 京 に あた る

こ とは疑 い な い。 そ して,一 連 の経 緯 か ら,こ れ に先 立 って 見 え る 「新 城 」 が,同

じく藤 原 京 に該 当す る こ とも確 実 だ ろ う。「新 城 」 とは,古 い京 に対 す る新 しい都 城

と考 え て よ い(5)。

事 実,藤 原 京 の造 営 プ ラ ンが早 い段 階 か ら存 在 した こ とは,持 統 元 年(687)10

月 に築造 を 開 始 した檜 隈 大 内 陵(天 武 持 統 陵,野 口王墓 古 墳)が,藤 原 京 の 中軸線

上 に正 し く位 置す る点 か らも明 らかで あ る。 ま た,天 武9年(680)11月 に発 願 さ

れ,持 統2年(688)正 月 に は無遮 大会 をお こ な うま で に建 設 が 進 ん で い た薬 師 寺(本

薬 師 寺)は,藤 原 京 の条 坊 道 路 を埋 め て建 設 され て い る(花 谷1997)。

2時 期 の 条 坊 道 路 一 方,宮 内 とな る部 分 で も,宮 の造 営 に先 行 して 条坊 道 路 が

施 工 され て い た が,注 目 した い の は,そ う した 道 路 が,微 妙 にず れ るか た ち で,2

時 期 に わ た り存在 す る点 で あ る。この うち,古 い 方 の道 路 の存 続 期 間 は 比較 的 短 く,

かっ 京 内 全 域 にお よぶ もので はな い よ うだが,両 者 の 間 に は,あ る程 度 の時 期 差 を

想 定 し うる(寺 崎2002,pp.63-69)。

同様 に,京 の 道 路側 溝 と多 少位 置 を異 に して,先 行 す る溝 が存 在 す る事実 は,四

条 遺 跡(橿 原 市 四条 町)を は じめ,京 内各 所 で確 認 され てい る。そ れ らにつ い て は,

かっ て 条 坊 施 工 に先 立つ 地 割 の溝 と推 定 した こ とがあ るが(小 澤2003,pp.201-238),

古 い方 の 条 坊 道 路 の側 溝 と して掘 られ た もの とみ るべ きだ ろ う。 片 側 の溝 しか確 認

で きな い 例 が 多 い の は,そ の設 定 が未 完 に終 わ っ た こ とを示 す と考 えて よい。
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した が って,こ れ らの条 坊 道 路 が2回 の 「新 城 」 造 営 記 事 に対 応 す る のは,ほ ぼ

間違 い な い。 と りわ け,京 内全 体 に貫 徹 しな い古 い 方 の条 坊 の あ りか た は,天 武5

年(676)の 最 初 の 「新城 」造 営 とそ の 断念,と い う状 況 を強 く想 起 させ る。藤 原 京

の造 営 が この とき の 「新 城 」 には じま り,天 武ll年(682)以 降・あ らた め て登 場 す

る 「新 城 」 と 「京 師 」 が,新 しい方 の条 坊 に直 結 す る こ とは確 実 とみ られ る。

宮 地 選 定 の 時期 な お,そ の場 合 に 問題 とな るの は,天 武13年(684)3月 の 「京

師 を巡 行 して 宮室 の 地 を定 む」とい う記 事 だ が,こ の文 言 を文 字 どお り受 け とっ て,

宮 の位 置 が ここ では じめ て決 定 され た とみ るの は 正 し くない と思 う。 藤 原 京 の 形 態

が,宮 を 中 心 にお くき わ め て整 斉 な も ので あ る こ とか ら,宮 の位 置 を予 定 せ ず に ,

京 の造 営 が進 め られ た とは考 えが た い か らで あ る。

実 際,こ の記 事 の 時 点 で 造 営 が始 ま っ て い た こ とが確 実 な 本 薬 師 寺 と小 山廃 寺

(紀 寺)は,藤 原 宮 前 面 の東 西 にほ ぼ 相対 す る位 置 を 占 め る。 したが っ て,宮 の位

置 は,大 和 三 山の ほ か,古 道 や 飛鳥 川 との 関係 か らも,事 実上 す で に 決 ま っ て い た

とみ て よ く,上 記 の記 事 は,天 武 の 臨席 を仰 い だ 一 種 の セ レモ ニ ー の 挙行 と解 す る

の が妥 当だ ろ う。 つ ま り,京 の 造成 の進 捗 を受 けて,宮 の本 格 的 造営 に着 手 す る宣

言 が な され た もの と考 え る。

一 方
,条 坊 を施 工 して い っ た段 階 に おい て も,い ま だ宮 の位 置 は決 ま って い な か

った とす る見解 が あ る(仁 藤1998,pp.217-274。 林 部2001,pp .207-248)。 しか し,

これ らの 工事 を 開始 す るに あ た って は,当 然,全 体計 画 を記 した設 計 図 が存 在 した

は ず で あ る。 藤 原 京 の 造 営 とい う未 曾 有 の 規模;の大 土 木 工 事 が,こ う した設 計 図 も

な しに お こな われ た とは想 定 しが た い(6)。 とす れ ば,そ こ に は,京 域 全 体 のプ ラ ン

と と もに,核 とな る宮 も書 き込 まれ て い た とみ る方 が 自然 で は ない か(小 澤2001 ,

寺崎2001a,寺 崎2001b)。

ま た,宮 内 とな る部 分 に,宮 の施 設 に先 行 す る建 物 が 多数 存 在 す る こ とは事 実 だ

が,こ れ を もっ て,宮 地 未 定 の 証拠 と断ず る こ とはで き な い だ ろ う。 一 般 集 落 が含

まれ て い る可 能性 は あ ろ うが,藤 原 京 の造 営 に は,か つ て ない 多 数 の人 員 が 動 員 さ

れ,ま た 造 京 の た め の官 司 が お かれ た わ け で あ るか ら,そ れ らに 関 わ る もの とみ て

問題 な い と思 う。

造 営 の 中 断 と再 開 しか しな が ら,藤 原 京 の建 設 は,そ の後,天 武 の死 去(686)

や 草壁 皇 子 の 夭折(689)に よって頓 挫 し,持 統朝 に入 って よ うや く再 開 され る こ と

に な る。持 統5年(691)10.月 にお こな わ れ た 「新 益 京 」の鎮 祭,そ して 翌年(692)

5月 の 「藤 原 宮 地 」 の 鎮祭 の記 事 は,そ うした 工事 の再 開 を示 す もの と して理 解 で

き よ う。

もっ とも,広 大 な面積 を もつ京 域 の造 営 は,簡 単 には 終 わ らなか っ た。た とえ ば,
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西京極の発 掘調査では,造 成工事 と条坊施 工が遅れ ることが確認 されている(竹 田

2000)。 周辺 地域については,遷 都後 もひきつづ いて工事 がお こなわれていた状況が

うかがえる。『続 日本紀』慶雲元年(704)1L月 壬寅条の 「始 めて藤原宮地 を定む。
しな

宅の宮中に入れ る百姓一千五百五烟 に布 賜ふ こと差 あ り」 とい う記事 は,そ の完成

ない し工事 の打ち切 りを示す ものであろ う。

5、 京域 の復 元

岸 説 京 域 と ころ で,藤 原 京 の範 囲 に つ い て は,東 西 の 京 極 を 中 ツ道 と下 ツ道,

南 北 の京極 を阿倍 山 田道 と横 大 路 に あ て,南 北12条 ×東 西8坊 の京 域 を復 元 す る岸

俊 男 氏 の 学説 が,長 ら く通 説 と して の位 置 を 占 めて き た。 この 場合,1坊 は,一 辺

が平 城 京 以 後 の都 城 の 半分 に あた る約265m(半 里=750大 尺)で,4町 に分 割 され

て い た こ と に な る(岸1987。 岸1988,pp.5-28)。

しか し,1979年 以 降,岸 説 で は京外 に あ た る部 分 か ら も,藤 原 京 の 条 坊 に一 致す

る道 路 が次 々 と見 つ か り,遺 構 の状 況 も,岸 説 京 域 の内 外 で ま っ た く差 を示 さな い

こ とが判 明す る。 これ に よっ て,少 な くと も岸 氏 の復 元 よ り広 い範 囲 に条 坊 が しか

れ,京 と して機 能 した の は,否 定 で きな い事 実 とな った(7)。そ して,1996年 の 東 西

京 極 の確 認 に よ り,藤 原 京 の東 西 幅 は5.3km(10里=15,000大 尺)と 確 定す る にい

た って い る。 さ らに,2004年 に は,北 京 極 とみ られ る道 路 遺構 も確 認 され た 。

ち なみ に,岸 説 の京 外 部 分 で 検 出 され る条 坊 遺 構 の解 釈 を め ぐっ て は,過 去 にい

くつ かの説 が 対 立 して い た。 そ れ は,岸 説 京 域 の存在 を認 め る もの と認 め な い もの

に 大別 で き,前 者 で は,岸 説 の京 外 部分 を外 京 とみ る説 の ほ か,岸 説 京 域 か らの拡

大や,逆 にそ れ へ の縮 小 を想 定 す る説 が提 示 され てい る。

しか し,岸 説 京 域 の 内外 で 明確 な差 が認 め られ ない とい う事 実 は,そ う した 京域

が 一 時 的 にせ よ存 在 した こ とを疑 わせ るに 充 分 で あ る。 ま た,途 中 で の京 域 の変 化

を想 定す る の は,藤 原 京 の 造成 が広 い 範 囲 で 早 くか ら開始 され,か つ そ の廃 絶 時 期

が 岸説 京 域 の 内外 を通 じて 変 わ らな い,と い う発 掘調 査 の成 果(川 越2000)と 齟 齬

を きた して しま う。 何 よ りも重 大 な 問題 は,藤 原 京 の宅 地 班 給 規 定 をそ の ま ま あ て

は め る と,岸 氏 の復 元 京 域 では 到底 ま か ない きれ な い,と い う事 実 で あ ろ う(大 脇

1991,竹 田2003)。

10条 ×10坊 の 京 域復 元 以 上 の点 か ら,こ と京 域 に 関 して は,岸 説 は も はや過 去

の学 説 で あ っ て,全 面 的 に放 棄せ ざる を えな い と思 う。す な わ ち,1坊 の大 き さは,

平城 京 以 後 の都 城 と同 じ く,約530m(1里=1,500大 尺)四 方 で16町 か らな る とみ

るべ き で あ り(阿 部1986),確 認 した京 極 間の 距 離 か ら,京 の東 西 は10坊 で あ っ た

と判 断 して よ い。
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一 方
,南 北 方 向 の 条 坊 につ い て も,現 在,9条 分(4.8km=9里)を 確 認 して お

り,そ の 中ほ どに藤 原 宮 が位 置 す る が,南 へ も う1条 分 の広 が りを想 定す れ ば,藤

原 宮 は正 しく京 全 体 の 中央 を 占め る こ とに な る。律 令 にお け る坊 令 の人 数 規 定 とあ

わせ て,京 域 は10条 ×10坊(10里 四 方)の 正 方 形 と考 え るの が妥 当だ ろ う。

とい うの は,養 老 令 の 戸令 お よび 職 員 令 に は,4坊 に1人 の 坊令 をお く,左 京 職

に坊令12人 をお く(右 京 職 も 同 じ),と い う規 定 が あ り,従 来 は,12人 とい う人 数

が京 の条 数 を示 す と解釈 してい た。 そ して,こ れ が9条 しか な い平 城 京 とは合 致 し

な い こ とか ら,藤 原 京 に 関す る大 宝令 の規 定 が残 った と理解 され ,12条 ×8坊 とい

う推 定 が導 か れ た わ け で あ る。 と こ ろが,数 の うえで は,坊 令 が所 管 す る全 体 の坊

数 は4×12×2=96坊,そ して10条 ×10坊 の京 域 には,京 職 の管轄 外 で あ る藤原

宮 の4坊 が 含 ま れ て い る ので,そ の 分 を引 くと,96坊 とい う数 が得 られ る。つ ま り,

坊 令 が 必 ず しも東 西 に並 ぶ4坊 を管 轄 した の で ない とす れ ば,10条 ×10坊 の京 域 は,

律 令 の 規 定 と完 全 に一 致 す る こ とに な る。

また,こ れ は基 本 的 に 当初 か らの設 定 にか か る もの で,途 中で の縮 小 や 拡 大 とい

った 状 況 を想 定す る必 要 は な い。 こ の京 域 が 大 宝令 の坊 令 規 定 に合 致 す る とい うこ

とは,京 域 を12条 ×8坊 と復 元す る根 拠 そ の ものの 消失 を意 味 す るか らで あ る(小

澤・2003,pp.201-238)。 大 宝官 員 令別 記 の 記 載 とあ わせ て,こ うした京 域 は,浄 御 原

令 制 下以 来 の 「京 」で あ り,大 宝令 施 行 後 も変 化 しなか っ た と考 え るべ き で あ る(吉

丿ll2004)。

もっ とも,上 記 の京 域 のす べ て に条 坊 が しかれ たわ け で は な く,大 和 三 山 を は じ

め,香 具 山南 東 に広 が る丘 陵 地 帯 に も条坊 の痕 跡 はま っ た くない 。 す で に宮殿 や 寺

院 が集 中 して い た飛 鳥 の 中枢 部 と と も に,地 形 的 な制約 の あ る部 分 で は,施 工 につ

い て現 実 的 な 対応 が 図 られ た こ とが うか が え る。

なお,そ う した条 坊 の存 在 しな い部 分 に 関 して,そ れ を管 轄 す る坊 令 の存在 を疑

問 視 す る意 見 もあ る が,律 令 の条 文 の性 格 上,そ の人 数 規 定 はあ くま で定数 で あ っ

て,最 大数 を示 す と考 え るべ き で あ ろ う。 実 際 に は,条 坊 の実 情 に あ わせ た坊 令 配

置 が お こな われ た とみ て 支 障 は ない 。

『周 礼 』 考工 記 との 関 係 藤 原 京 の こ う した形 態 は,平 城 京 以後 の都 城 とは大 き

く異 な っ て お り,時;期 の近 接 す る中 国都 城 に も類 例 を見 な い(愛 宕1991,佐 川2003)。

そ の反 面,ほ か の要 素 を含 め て,『 周 礼 』 考 工 記 の記 述 と多 くの 点 が一 致 す る。

『周 礼 』 は儒 学 で 尊 重 され た理 念 法 典 で,古 代 の 中国 で は 大 き な影響 力 を も って

い た。 そ こ で は,都 城 の理 想 型 として,正 方形 の都 城 の 中央 に宮 をお き ,一 辺 に三

つ ず つ の 門 を開 く こ と,前 面 に政 治 の 場,後 方 に市 を設 け る こ と,南 北 と東 西 に9

本 ず つ の 道 路 を交 差 させ る こ とな どが 述 べ られ る。
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藤 原 京 の場 合 も,宮 を 中心 とす る正 方 形 の京 域 を も ち,京 極 を除 い て 縦横9本 ず

っ の 大路 が通 っ てい た 。 ま た,京 で は ない が,宮 の周 囲 に は,各 辺 三 つ ず つ の 門 が

開 く。 そ して,政 治 の場 で あ る大 極 殿 ・朝 堂 は,天 皇 の居 所 で あ る 内裏 の 前 面 に お

か れ て い た。

と くに 注 意 した い の は,市 の場 所 で あ る。 実 は,藤 原 宮 の 発 掘調 査 で は,北 面 の
い か いた じ ひ

蝮 王 門(丹 比 門),猪 使 門 とい う門 を通 っ て市 に行 っ た こ とを示 す木 簡 が 出土 して い

る(奈 文研1978)。 した が って,藤 原 京 で は,宮 の 北方 に市 が 存在 した こ とが 知 ら

れ る ので あ る(岸1988,pp.307-338。 狩 野 ・木 下1985,pp.161-162)。 こ うした例 は

ほ か の都 城 に な く,こ の 点 で も藤 原 京 の 特異 性 は際 だ っ て い る。 以 上 を考 え あ わせ

れ ば,『 周 礼 』 との一 致 は,も はや 偶 然 で は片 づ け られ ない だ ろ う。

藤 原 京 の モ デル とな った都 城 を 中国 に求 め よ うとす る試 み は,こ れ ま で に数 多 く

な され て き た。 しか し,先 述 の よ うに,時 期 の近 接 す る 中国都 城 の 中 に,近 い形 態

の もの は存 在 しな い。 む しろ,藤 原 京 は,そ うした実 在 の 中国都 城 を直 接 モ デ ル に

した の で は な く,『 周 礼 』に 記 され る よ うな都 城 の理 想 型 に基 づ い て設 計 され た,い

わ ば理 念 先 行 型 の都 城 で あ った 可能 性 が高 い とい える(小 澤2003,p.220)。

も ち ろん,そ こ には,実 際 の 中国都 城 につ い て の 情報 の不 足 が 大 き く関係 して い

た こ とだ ろ う。 遣 唐使 の派 遣 が,天 智8年(669)か ら大 宝2年(702)ま で 長 期 に

わ た っ て 中 断 し,そ れ が ち ょ う ど,藤 原 京 の構 想 か ら完成 に い た る期 間 に ほ ぼ相 当

す るか らで あ る。 日本 は そ の 間,新 羅 経 由で の情 報 は あっ た もの の,中 国 か らの直

接 情報 の とだ えた な かで,律 令 国家 の建 設 に邁進 した 。

そ の た め,律 令 体 制 の確 立 に 向 け た諸 施 策 を 立案 す る際,都 城 の規 範 とな る もの

は限 られ て お り,お そ ら く,そ の 中核 とな った のは,『 周 礼 』お よび唐 の永徽 律 令 で

あ った とみ られ る。 藤 原 京 の 造 営 は,こ う した 机 上 の知 識 に基 づ い て計 画 され,実

行 に移 され た 可 能性 が高 い。

一 方
,唐 の情 報 自体 は伝 わ って い た けれ ども,あ えて 『周 礼 』 や 伝 統 的 な制 度 に

こだ わ った とす る見 方 もあ る(寺 崎2002,pp.87-93。 佐 川2003)。 しか し,国 交 の

な い状 態 で,唐 長 安 城 の構 造 に関 す る詳 細 な情 報 を取 得 す るの は,や は り限 界 が あ

った の で は あ る まい か 。 ま た,そ う考 え ない と,後 述 す る よ うに,大 宝 度 遣 唐使 の

帰 国後,時 間 を お かず に遷 都 が議 せ られ た 理 由,そ して平 城 京 で構 造 的 に変 化 した

部 分 が,い ず れ も長 安 城 を強 く指 向 して い る理 由が説 明で きな い と思 う。

ちな み に,藤 原京 や 「新 城 」 に,新 羅 の王 京 で あ る慶 州 の影 響 を想 定す る説 も あ

る が(千 田2004,pp.117-125。 山 中2001),新 羅 を一 貫 して従 属 国 と位 置 づ け よ う

と した 当 時 の外 交 姿勢(森1998,pp.210-213)を 勘案 す る と,そ の都 城 制 を模 倣 し

た とは考 え に くい。
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6.藤 原 京 域 をめ ぐる 諸 問題

と ころ で,上 記 の京 域 復 元 に対 して は,何 人 か の論 者 に よっ て疑 問や 反 論 が提 示

され て い る。 そ のす べ て を取 り上 げ て 論 ず るの は難 しい が,以 下,主 な もの に対 す

る私 見 を簡 単 に述 べ て お くこ とに し よ う。

坊 令の 管 轄 形 態 まず,宮 域 の4坊 を坊 令 の管 轄 外 と した 点 に 関 して,『 令 集解 』

職 員 令 左 京職 条 の朱 説 に,4坊 の うち大 宮 が含 まれ る場合 は,4坊 に足 りな く とも

坊 令 を置 く,と 見 え る こ とを根 拠 に した反 論 が あ る(仁 藤1999。 黒 崎2000。 林 部

2001,pp.207-248)a

しか しなが ら,朱 説 は,実 際 の藤i原京 の 姿 を知 悉 して論 を展 開 して い るわ け では

な い。それ は,条 文 の解 釈 に お け る机 上 の論 理 にす ぎず,そ の下 敷 き とな っ た の は,

当 時 の都 で あ る平安 京 の姿 だ っ た はず で あ る。 朱 説 か ら藤 原 京 の形 態 を復 元 す るの

が き わ めて危 険 な こ とは言 うま で も な か ろ う。 筆 者 が あ え て朱 説 に言及 しな か った

の は,以 上 を 自明 の理 と考 えた か らで あ る。 なお,こ の点 につ い て は,中 村 太 一 氏

が逐 一 指 摘 して い る(中 村1999)。

ま た,坊 令 所 管 の4坊 に関 して,仁 藤 敦 史 氏 は,平 城 京 段 階 に 「条令 」 の呼 称 が

認 め られ る こ とを根 拠 に,東 西 の4坊 を連 ね る条 の概 念 が藤原 京 段 階 か ら存 在 した

とす る(仁 藤1999)。

これ は,藤 原 京 の 固有 坊名 が各 条 の4坊 に対 して 与 え られ た とい う岸 俊 男 氏 の 見

解(岸1988,pp.435-462)に 基 づ くが,藤 原 京 の坊 名 を4坊 に対 す る呼称 とみ るの

は,あ くまで 当時 の氏 が提 示 した仮 説 に す ぎず,証 明 が な され て い るわ けで は な い。

む しろ,平 城 京 にお け る 「○条 ○坊 」 とい う坊 の 呼称 が,明 らか に4坊 で はな く1

坊 を指す 事 実 との連 続 性 にお い て も,藤 原 京 の坊名 は,通 説 どお り,1坊 に対す る

呼 称 とみ るべ き だ と思 う。 条 の概 念 が藤 原 京 段 階 に存 在 した とす るの は強 弁 で あ ろ

う。何 よ りも,岸 氏 自身,そ の後 こ う した 見解 を表 明す る こ とは な か った し,逆 に,

遺 稿 とな っ た論 文 中で,大 宝令 当時 は 「条 」 とい う発 想 が な か っ た と明言 して い る

の で あ る(岸1987,pp.74-75)。

む しろ,重 視 しな けれ ばな らな い の は,「 条 令 」の 呼称 が 平城 京 ま で しか溯 らず,

藤 原 京 で は 固有 坊 名 が 用 い られ た とい う点 で あ る。 各 条 の4坊 を管 轄 す る形 態 で あ

れ ば,当 然 「条 令 」 と称 され て しか る べ き で あ り,奈 良 時代 後 半 以 降,「 条令 」の呼

称 が 一般 化 す る の は,こ の表 れ に ほ か な らない 。 に もか か わ らず,藤 原 京 で あ えて

固 有 坊名 を使 用 し,し か も 「坊 令 」 と称 され た の は,そ れ が各 々 の条 を管 轄す る と

い う,平 城 京 以 後 の あ りか た と異 な って い た こ と を示 す もの で は ない か 。

な お,大 宝 令 以 降,京 域 が左 右 両 京 に分 か れ た こ とに ともな っ て,坊 令 の 管轄 形

態 に も当然 変 化 が あ った とみ られ る が,そ の具 体 的 な状 況 につ い て は不 明 で あ る。
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た だ,宮 の南 北 の朱 雀 大 路 に 面 した坊 だ けは,割 り付 けの うえで も他 と異 な り,南

北 に4坊 を連 ね た か た ちで 管 轄 され た可 能性 が高 い と思 う。 ちなみ に,朱 雀 大 路 に

沿 っ た部 分 は,平 安 京 で は 「坊城 の地 」 と称 され て,政 府 に よ り特 別 な扱 い が な さ

れ て い た。 平城 京 で も,こ の 部 分 の条 坊 痕 跡 が と くに 良好 な遺 存状 況 を示 して い る

の は,そ れ に 関係 す る ので あ ろ う(岸1993,pp.113-120)。

京 域 の これ 以外 の部 分 につ い て は詳 らか に し えな い が,平 城京 との連 続 性 を勘 案

す る と,各 条 の東 西 の京 極 寄 りを,東 西 に4坊 ず つ 管 轄 した とみ るの が妥 当か も し

れ な い。 もっ とも,大 宝 令 以 前 に つ い て は手 が か りが な く,宮 の 南 北 も含 めて,全

体 が 「田」 の 字 形 の4坊 の組 合 せ で あ っ た可 能性 も否 定 で き ない。

これ に関 連 して,私 見 で は,1人 の坊 令 が 管 轄 す る4坊 が,横 大 路 ・中 ツ道 ・下

ツ道 な どの 古 道 を ま た ぐ場 合 が 生 じ るの で,そ の 点 に 関 して も批 判 が あ る(仁 藤

1999。 黒 崎2000。 林 部2001,pp.207-248)。 しか し,藤 原 京 を は じめ とす る都 城 の

場 合,幹 線 道 路 との接 続 こそが 重 要 で あ っ て,藤 原京 は それ らを京 域 に 取 り込 んだ

点 に意 味 が あ った と考 え るべ きで あ ろ う(小 澤 ほか1997,寺 崎2002)。

また,京 内 の行 政 区画 は,幹 線 道 路 とは別 次 元 の問題 に 属す るの で,坊 令 の管 轄

区域 が これ らを また い で も何 の支 障 もな い と思 う(中 村1999)。 そ もそ も,側 溝 間

心 々距 離 で 幅 約25m(70大 尺)程 度 と推 定 され る上 記 の幹 線 道 路 と,幅 約16m(45

大尺)の 大 路 との間 に,そ れ ほ ど隔 絶 した差 が あ るわ けで は な い。 この 点,平 城 京

の左 京 と右 京 を分 け る朱雀 大路 が,幅74m(210大 尺)と けた はず れ に広 い規 模 を

もつ の とは,ま った く状況 を異 に して い るの で あ る(小 澤2001)。

左右 京 職 の 成立 と京 域 一方,大 宝 令 で は じめ て藤 原 京 域 が左 京 と右 京 に分 かれ,

それ ぞれ 左 右 京 職 に よ って 管轄 され る よ うに な る こ とを根 拠 に,大 宝 令 以 前 の京 域

が左 右 対 称 的 な形 態 で はな く,四 至 も定 まっ て い な か った とす る見解 が あ る(仁 藤

1998,PP.217-274。 山 中2001)。

しか し,た ん に京 職 に左 右 の別 が な か った とい う点 か ら,当 時 の京 域 が大 宝 令 以

降 と異 な っ て い た とい う結 論 を導 くの は無 理 だ ろ う。 京 域 自体 は 不 変 の ま ま,機 構

的 な整 備や 改 編 が お こな われ た とみ て,何 ら支 障 は な い か らで あ る。 少 な く とも,

そ れ が京 域 の 変 更 を とも な うもの で あ っ た とす るに は,し か るべ き論 証 が必 要 だ と

思 う。

ま た,京 職 とい う官 司 の存 在 は 天武 朝 か ら確 認 で き るが,あ わせ て,天 武5年 の

「新城 」造 営記 事 を境 に,そ の 頃か ら急 に 「京 」「京 師 」の語 が頻 出す る よ うに な る。

これ らは,岸 氏 が 指摘 した よ うに,具 体 的 な一 定 の 区域 を もつ 行 政 区画 が成 立 して

い た こ と を明 示 す る もの で あ ろ う(岸1988,pp.435-462)。 こ うした 変 化 を生 ん だ契

機 は,「 新城 」造 営 に求 めて 誤 りな い と思 うが,い ず れ に して も,実 際 に京職 とい う
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官 司 が 存在 した以 上,そ れ が管 轄 す る対 象 で あ った 「京 」 とい う空 間 が,範 囲す ら

定 まっ て い な か った とは 考 え が たい 。

京 域 と郷(里)さ らに,仁 藤 氏 は,平 城 京 の 例 を 引 いて,藤 原 京 の廃 都 後 に 旧

京 域 内 に は新 た な郷(里)が 設 定 され なか っ た とし,『 和名 類 聚 抄 』にみ え る郷 の存

在 しな い範 囲 が藤 原京 域 を示 す と論 じた。 そ して,岸 説 京 域 の 妥 当性 と,大 宝 令 に

よ るそれ へ の 「凝集 」 を 強調 してい る(仁 藤1999)。

けれ ど も,こ れ は,長 岡遷 都 後 に再 び 条 里 が しかれ る こ とな く,条 坊 が 遺 存 した

平城 京 と,廃 都 後,京 域 全 体 に条 里 制 が 施行 され た藤 原 京 の 相違 を ま った く無視 し

た議 論 とい わ ざ る をえ な い。 舘 野 和 己氏 が述 べ る よ うに(舘 野1995),平 城 京 の場

合,大 同3年(808)に お い て も,な お 「左 京 人 」 「右 京 人 」 とい う,京 戸 と して の

掌握 が お こ な われ て い た が,そ れ は,こ うした 平城 京 条 坊 の 存続 と無 関 係 で は あ り

えな い。 平 城 旧京 に郷 が設 置 され な か った の も,同 様 の理 由 とみ るべ きで あ り,平

城 京 の事 例 を も って藤 原 京 に敷 衍 す る の は,早 計 の謗 りを免 れ な いだ ろ う。 条坊 を

廃 して全 面 的 に条 里 が施 工 され た 旧藤 原 京域 に は,ふ た たび郷 がお か れ た とみ て,

何 ら問題 は ない と思 う。

ち な み に,仁 藤 氏 は,『 和 名 類 聚抄 』 所 載 の 郷 が 岸 説 藤 原 京 域 に ま っ た く存 在 し

な い とす る が,高 市郡 遊 部 郷 の所 在 は,氏 が い うよ うに,現 在 の橿 原 市 今井 町 ・四

条 町付 近 と確 定 して い る わ けで はな い 。む しろ,『 日本 三代 実 録 』ほ か に見 え る 「夜

部 」 を 「遊 部 」 の 転訛(あ るい はそ の 逆)と み て,藤 原 宮 のす ぐ南 方 か ら南東 の一

帯 に比 定 され る 旧夜 部 村 に あて るの が 妥 当な こ とは,か つ て論 じた こ とが あ る(小

澤1997)。 こ の地 は,当 然 の こ とな が ら岸 説 藤 原 京 域 に含 まれ るが,そ れ は,京 域

と 『和 名 類 聚 抄 』 の諸 郷 の空 白地 域 を結 びつ け る氏 の説 が成 り立 た な い こ とを 明示

す るも の と考 え る。

な お付 言 す れ ば,仁 藤 氏 は 高市 郡 の名 の 由 来 を 高市 御 県 神社 とす る けれ ど も,『 類

i聚三代 格 』巻15の 神 護 景 雲 元 年(767)12,月1日 「太 政 官符 」 に,献 入 され た大 安

寺 田の所 在 地 と して 見 え る 「高 市 郡 高 市 里 」 を郡 名 の 由来 とみ るべ きで あ ろ う(前

田2000,註4)。 この地 は,大 官 大 寺 ・高 市 大寺 の寺 地 の 西辺 に あた り,『 日本 三 代

実 録 』元 慶4年(880)10,月20日 条 が示 す よ うに,夜 部 村 に属 して い た(小 澤2003,

pp.265-289)o

条 里 との 関係 この ほ か,仁 藤 氏 は,岸 説 京 域 の妥 当性 を示 す もの と して,そ の

内外 で条 里 の設 定 に 時期 差 が あ った こ と を想 定 し,傍 証 と して 「高 市郡 の条 里 呼 称

が,下 つ 道 の東 西 で1条 分 の食 い 違 い が あ る こ と」,「十 市 郡 の条 里 基 準線 が横 大 路

以 北 が下 つ 道,以 南 が 中つ 道 を基 準 とす る こ と」 な どを挙 げ る(仁 藤1999)。

しか し,前 者 に つ い て い え ば,下 ツ道 を境 とす る路東 条 里 と路 西 条里 の条 数 の食
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い違 い は,何 も高 市郡 に 限 られ る もの で は な く,平 城 京 を起 点 とす る京 南条 里 全 体

を通 じて認 め られ る現象 で あ る。 む しろ,路 東 条 里 の 条数 を路 西 条 里 ま で お よぼ し

た城 下 郡(藤 原 京域 か らは完 全 には ずれ る)と 十 市 郡 の条 里 が異 例 な の で あ っ て,

それ が 藤 原 京 の京域 とは何 の 関 わ りも もた ない こ とは 明 白で あ る。

また,後 者 につ い て,下 ツ道 が大 和 条 里 の基 準 とな っ て い る こ と は,諸 先 学 の指

摘 どお り間 違 い な い が,中 ツ道 は,条 里 とは直 接 関係 の ない あ り方 を示 して い る(岸

1988,pp.29-46。 井 上2004,pp.403-537)。 した が って,仁 藤 氏 の い う 「条 里 基 準線 」

の意 味 が 不 明 瞭 で あ るけ れ ども,里 の 起 点 と して の意 味 で あ ろ うか 。

そ うで あれ ば,郡 界 が 里 の起 点 とな る例 は ほ か に も多数 あ り,中 ツ道 自体,藤 原

京 域 を はず れ た城 上 郡 の 路東 十 八 条 か ら二 十一 条 にお い て も里 の起 点 とな っ て い る

の で,こ れ ま た京 域 とは ま っ た く関係 が な い。 ち なみ に,主 要 道 路 を も って 郡界 と

す るの も古 代 の通 例 で あ っ て,京 域 と結 び つ け る必 要 は ない こ と を付 言 して お こ う。

大和 条 里 に 関す る氏 の 理解 に は,基 本 的 な 部分 で首 をか しげ ざる を え ない 点 が 多 い

よ うに思 う。

陵墓 と京 域 一 方,『 令 集 解 』 職 員 令 諸 陵 司 条 に 引 く古 記 に は,大 宝 官 員 令 別 記

と して,「 京 二 十 五戸 」が借 陵 守 ・借 墓 守 にあ て られ た こ とが 見 え る。和 田萃 ・今 尾

文 昭 の両 氏 は,こ れ を もっ て藤 原 京 の 京 域 を復 元す る手 が か りと し,京 域(和 田説

で は,拡 大 後 の 「大 藤 原 京域 」)が 南 北9条 とな る こ とを論 じて い る(和 田1999。

今 尾1999)。

た しか に,両 氏 が指 摘 す る よ うに,こ の 「京 二 十五 戸 」 は,当 時,藤 原 京 域 内 に

五 っ の 陵 が存 在 した こ とを示 してい る可 能 性 が 高 い だ ろ う。 た だ,和 田氏 は,岸 説

京 域 の拡 大 を想 定 して,当 初 は京 外 に あ った そ れ らの 陵 が,京 域 の拡 大 に よ って 京

内 に取 り込 ま れ た とみ るが(8),必 ず しもそ の よ うに 考 え る必 要 は ない 。 神 武 以 下,

皇 統譜 上 の人 物 の墓 と伝 承 され て い た もの,あ るい はそ う比 定 した も の につ い て は,

当初 か ら京 内 に あ っ た と して 支 障 は な く,ま た 京 の造 成 時 に も削 平 の 対象 とは な ら

なか っ た と考 え られ るか らで あ る。平 城 京 の造 営 に さい して,垂 仁 陵(宝 来 山古 墳)

に対 して は全 く手 をつ けて い な い事 実 が想 起 され る。

ま た,現 在 の安 寧 陵(『 延 喜 式 』 の 「畝傍 山西 南 御 蔭 井 上 陵 」)治 定 地 は,藤 原 京

西 京極 の外 側 に位 置 す る。も ち ろん,当 時 の状 況 は不 明 で あ るけれ ども,「 京 二十 五

戸 」の守 る対 象 か らは はず れ る可 能性 が あ る だ ろ う。また,宣 化 陵(『 延 喜 式 』の 「身

狭 桃 花鳥 坂 上 陵 」)に 治 定 され て い る鳥 屋 ミサ ンザ イ 古墳(9)は,た しか に私 見 の京 域

内 に入 るが,西 南 の京 極 に近 い 丘 陵地 帯 に あ た る ので,ど こま で京 域 内 とい う意 識

が働 い た か は 疑 問 が あ る。

実 際,新 沢 千 塚 古墳 群 や 鳥 屋 ミサ ンザイ 古 墳 を含 めた この 丘 陵地 帯 に は,条 坊 が
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しかれ た 痕跡 が な い(大 脇1998,竹 田2000)。 お そ ら く,地 形 的 条 件 の ほ か,位 置

も京 極 に 近 い こ とか ら,条 坊施 工 が見 送 られ た もの とみ られ る。 これ は,別 段,当

初 の京 域 設 計や 理 念 と して の京 域 が こ こま でお よぶ こ とを否 定 す る もの で はな い け

れ ども,当 時,宣 化 陵が 京 内 と認 識 され て い たか ど うか につ い て は,検 討 の 余 地 が

あ る と思 う。

ともあ れ,以 上 の よ うに10条 ×10坊 の京 域 を想 定 した 場 合 で も,「 京 二 十 五 戸 」

が守 る5陵 と して,神 武 ・綏 靖 ・懿 徳 ・孝 元 の4陵 は ほ ぼ確 実 だ が,安 寧 ・宣 化 の

2陵 が と もに含 まれ る とは 断定 で き な い。 残 る1陵 は,安 寧 ・宣 化 の いず れ か 一 方

とみ て 問題 な い で あ ろ う。 した が って,こ の点 か ら京 域 を南 北9条 と断ず る こ とは

で きな い と考 え る。

京 域南 端部 の施 工 な お,竹 田政 敬 氏 は,和 田 ・今 尾 両氏 の 見解 をふ ま え,九 条

大 路(10)以南 が地 形 上,条 坊 施 工 が 困難 で あ る こ とか ら,や は り南 北9条 の京 域 を復

元 す る(竹 田2000)。

これ につ い て は,筆 者 も,九 条 大 路 以 南 につ い て は 「丘 陵 地 帯や 飛 鳥 の 中枢 部 に

か か り,実 際 に どこま で 条坊 が 施 工 され た か,疑 わ しい 点 が あ る」 と記 した とお り

で あ る(小 澤2003,p.235)。 しか し,続 けて述 べ た よ うに,そ れ は藤原 宮 の 占地 が

優 先 され た結 果 で あっ て,宮 を 中心 とす る京 域 を設 定 しよ うとす る か ぎ り,避 け ら

れ な い状 況 で あ った 。 つ ま り,藤 原 宮 を大 和 三 山 の 間 にお き,飛 鳥 川 の流 路 を避 け

っ っ,中 ツ道 ・下 ツ道 ・横 大 路 か ら一 定 の距離 を保 と うとす れ ば,そ の位 置 はお の

ず か ら現 在 の場 所 に決 ま っ て くるの で あ る。

た だ,事 実 と して,つ づ く平 城 京 が9条 とな るの は,藤 源 京 の条 坊 の広 が りが こ

れ に近 か っ た こ とを反 映す る もの だ ろ う。 けれ ども,そ れ は あ くまで施 工 ない しは

実施 設 計 の結 果 と して で あ って,京 域 の基本 設 計 や 律 令 にお け る京 の理念 が9条 で

あ っ た こ とに は直 接 つ な が らな い 。

ま た,南 北10条 で あれ ば,正 方 形 の京 域 の 中央 に正方 形 の宮 が 占地す る こ とに

な るが,南 北9条 の 場合,そ うい っ た 整斉 な形 に は な らな い の も大 きな疑 問点 で あ

る。や は り,設 計 時 の京 域 は正方 形 で あ っ た とみ る方 が,は るか に 自然 で は ない か 。

大脇 潔 氏 の言 葉 を借 りれ ば,「 天 武 天 皇 のひ ろ げた 地 図 に は,10条 ×10坊 の方 形 の

京 域 中央 に宮 が配 置 され て いた は ず 」(大 脇1998,pp.103-104)だ と思 う。何 よ りも,

南北9条 と した 場 合 の 致命 的な 欠 陥 は,前 節 で述 べ た 坊令 の人 数 規 定 との 問 に齟 齬

を き た して しま う点 で あ る。 少 な く とも,こ の点 の整 合 的解 釈 が で きな い以 上,南

北9条 説 が成 立 す る余 地 は ない と考 え る。

「軽 坊 」木 簡 とその 意 義2001年 夏,宮 の南 面 に接 した藤i原京 左京 七条 一 坊 の 発

掘 調 査 で,大 宝 年 間 初 め の5,000点 を越 す 木 簡 が 出 土 し,そ の なか に,「 □□京 軽 坊 」
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と記 す木 簡 が あっ た(奈 文研2002)。 これ が,「 林 坊 」 「左 京 小 治 町」 と同 じ く,藤

原 京 の 固有 坊名 を示 して い る こ とは 間違 い ない が,注 目され る の はそ の位 置 で あ る。

「軽 」は,古 くか ら登 場す る著 名 な地 名 で,現 在 の橿 原 市 大 軽 町 が遺 称 地 で あ る。

近 年,寺 域 北 限 の塀 が確 認 され た軽 寺 の寺 域 もそ れ に含 まれ る こ とは確 実 だ が,こ

の地 は,九 条 大 路 以南 の藤 原京 右 京 十 条 二坊 に相 当す る。 よ って,藤 原 京 の坊 名 と

して の 「軽 坊 」 は,こ こ を措 い て ほ か に は比 定 しが た い と思 う。
ちまた

も っ とも,下 ツ道 と阿 倍 山 田道 の交 点 で あ る 「軽 の 街(衢)」 は,九 条 大 路 の北,

九 条 の 南 端 近 く に位 置 す る ので,こ れ よ り1条 北 の右 京 九 条 二 坊 が 「軽 坊 」 と称 さ

れ た 可 能性 も皆 無 で は な い。 けれ ど も,そ こ には 「浦 坊(ウ ラ ン坊)」 の地 名 が現 在

も残 り,こ れ が,仁 藤 氏 も述 べ る よ うに(仁 藤1998,p.271註103),藤 原 京 の坊 名

に 由来 す る も のだ とすれ ば,右 京 九 条 二坊 は 「浦 坊 」 と称 され た可 能性 が 高 い こ と

に な る。 した が って,「 軽 坊 」は,や は り 「軽 」の 中心 で あ っ た右 京 十 条 二坊 に あ て

るの が至 当 で あ ろ う。

以 上 の よ うに, .「軽 坊 」 木簡 は,藤 原 京 の京 域 が,十 条 部 分 を含 む南 北10条 で あ

っ た こ とを 強 く示 唆 して い る。 同 時 に,こ れ を含 む 大 量 の 木 簡 の年 代 が 大 宝 元 年

(701)と 大 宝2年(702)に 集 中 し,大 宝令 の施 行 直 後 に位 置 づ け られ る こ とか ら,

そ うした 京 域 が こ の時 点 で機 能 して い た こ と も確 実 で あ る。 これ らは,岸 氏 が復 元

した藤 原 京 域 が も はや過 去 の も の とな った こ とを改 めて裏 づ ける と とも に,大 宝令

を契 機 と した岸 説 京 域 へ の 「凝 集 」 とい う想 定 が成 立 しが た い こ とを如 実 に 物 語 る

もの とい え よ う。

7.藤 原京 の限界 と平城遷都

藤原京の構造 的限界 藤原京 は,上 記 のよ うな成 立の経緯 ともかかわ り,当 初か

らさま ざまな問題 点をかか えていた。た とえば,京 域全体 の地形は,南 東が高 く北

西へ向かって低 くなってお り,南 面す る天皇 にとってふ さわ しい もの とはいいがた

い。また,宮 域 のす ぐ南 は丘陵にかか り,朱 雀大路は これ を切 り通 しで越 えるが,

南 に坂を下 ると,今 度 は飛鳥川 が横切 っていた。 したがって,朱 雀大路のメイ ンス

トリー トと しての機能 は疑わ しく,道 路幅 も平城京 の3分 の1に す ぎない。 この点

で,平 城京 の朱雀大路が,道 路 としての実用性 を越 えた,隔 絶 した規模 を もつ の と

は大 きく異 なってい る。

さ らに,京 域の南辺 は丘陵地帯 とな るため,事 実上,宅 地 としての利 用はほ とん

どできなか った。南京極 にあた る十条 大路はもちろん,九 条 大路で さえ,京 の東西

を貫 くかた ちでは通っていなか ったのである。そ して,都 を囲む城壁(羅 城)や,

都城 の正門 としての羅城 門も存在 しなかった。平城 京以後 の羅城 門や朱雀大路が,
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国家 の威 容 を誇 示 す る舞 台 装置 と して の役 割 を果 た した の に比 べ る と,藤 原 京 のそ

れ は きわ め て貧 弱 で あっ た と言 わ ざ る を え ない 。

以 上 の諸 点 は,い ず れ も この都 が もつ 根源 的 な問題 で あ った が,そ れ が 明確 に認

識 され た の は,30数 年 ぶ りに再 開 され た大 宝 度 遣唐 使 の帰 国 報 告 に接 した 時 点 で あ

ろ う。粟 田真 人 を執節 使 と して,大 宝2年(702)6月 に再 出発 し,慶 雲 元 年(704)

7月 に 帰 国 した遣 唐使 は,久 しぶ りに 中国 につ い て の生 の情 報 を持 ち帰 り,唐 の長

安城 に 関す る最 新 の 知 見 を もた ら した 。 そ こで 明 らか に な った の は,長 安城 と藤 原

京 の 問 に存 在 す るあ ま りに も大 きな 懸 隔 と,都 城 と しての藤 原 京 の欠 陥 で あっ た は

ず だ か らで あ る。

こ うした情 報 に接 した 首脳 部 の 衝撃 は想 像 に余 りあ るが,そ れ が よ うや く完 成 を

迎 えつ つ あ った藤 原 京 を捨 て,新 都 を 建設 す る方 向 に 向か わせ た こ とは疑 い な い。

ち な み に,遷 都 自体 は,平 城 遷 都 の 詔 が 出 され る前年 の慶 雲4年(707)2月 に はす

で に俎 上 に載 せ られ て お り,帰 国 した 粟 田真 人 が慶 雲 元年(704)10月 に拝 朝 した

直後 の11月 に,藤i原 京 の造 営 打 ち切 りが決 定 され た とす れ ば(吉 川2004),こ の点

は い っそ う明瞭 とな る。 そ して,和 銅3年(710)3月,都 は平 城 京 へ と遷 され,藤

原 京 は廃都 とな っ た。

平 城 遷 都 新 た な 首都 平 城 京 は,奈 良 盆地 の北 端 に位 置 し,南 に向 か っ て な だ ら

か に傾 斜 す る理想 的 な地 形 の上 に造 営 され た。 その 京域 は,朱 雀 大 路 を中軸 とす る

南 北9条(約4.8km-9里)× 東 西8坊(約4.3km-8里)の 長 方 形 の部 分 と,そ の

東 側 の南 北4条 分(約2.1km=4里)× 東 西3坊 分(約1.6kmニ3里)の 外 京 と呼 ぶ

部 分 か らな る。この ほ か,右 京 の北 辺 に 南 北 半坊 分 の張 り出 し(北 辺 坊)を もつ が,

これ につ い て は,井 上 和 人 氏 が論 じた よ うに,8世 紀後 半 の西 大 寺 と西 隆寺 の 造 営

に伴 う拡 張 と考 え られ る(井 上2004,pp.286-340)。 北 辺 坊 を 除 い て84坊 に達す る

京 域 は,数 字 の うえ で こそ藤 原 京 の100坊 にお よば な い が,平 地 部分 の実 質 的 な 面

積 は ほぼ拮 抗 して い た。

ち なみ に,2005年7月 に,左 京 の南 の十 条 相 当地域 で条 坊 道 路 が確 認 され た こ と

か ら,当 初 の京 域 は九 条 を越 え て広 が っ てい た とす る見解 が 示 され て い る(山 川 ・

佐 藤2007)。 けれ ども,そ の部 分 は,盆 地 全 域 にお よぶ 統 一 的 条 里 とは異 な る京 南

辺 条 条 里(京 南 特 殊 条 里)が,左 京 南 辺 に のみ 南 北約460mに わ た っ て遺 存す る区

画 に ほか な らない 。 そ こ は,平 城 京 と密 接 な 関わ りを もつ もの の,あ くまで羅 城 の

外 側 の京 外 で あ っ て,天 平 宝 字5年(761)に 興 福 寺 と法華 寺 に施 入 され た 「京 南 田」

を含 む 一 帯 で あ る(岩 本1980)。 統 一 的条 里 を こわ して,こ の 区画 に い った ん条 坊

を施 工 した こ とが,右 京 南辺 に は存 在 しない 特 殊 な条 里 の形 成 につ な が った と判 断

され,統 一 的条 里 が平城 京 に先 行 す る こ とを裏 づ け る成 果 とい え る が,京 域 の広 が
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りに直 接 結 び つ け る こ とは で き ない(小 澤2008)。

都 の 中枢 で あ る平城 宮 は,藤 原 京 とは 異 な って,京 域 の北 端 に位 置 して い た。 こ

う した 形 態 は唐 長 安城 と一致 し,以 後 の 日本 都 城 はす べ て これ を踏 襲す る。 そ の点

で も藤 原 京 の特 殊 性 は き わ だ っ てい る けれ ども,両 京 の形 態 上 の最 大 の相 違 が この

部 分 に あ る こ とは否 定 で き な い だ ろ う。

ま た,平 城 京 の メイ ンス トリー トで あ る朱 雀 大 路 は,道 路 と して の実 用性 を は る

か に越 えた 隔絶 した 規模 を もち,そ の 南 端 に は,京 内最 大 の 門 で あ る羅城 門 が,両

側 に羅 城 を とも ない,そ び え立 っ てい た(井 上2004,PP.241-285)。 これ らは,も ち

ろ ん規 模;の 点 で はお よば な い もの の,明 らか に唐 長 安 城 の 朱 雀大 街(朱 雀街,朱 雀

門街)や,そ の南 端 に位 置 す る巨大 な明 徳 門 を受 けつ い だ 要 素 とい え る。 外 周 す べ

て で な い とは い え,羅 城 を設 け る点 も 同様 で あ る。

た だ し,全 体 を 強 固 な城 壁 で 囲 んだ 中国 の都 城 と異 な って,都 城 単体 と して の 防

御 意 識 は稀 薄 で あ り,こ の 点 に 日本 の都 城 の 特 質 を み る こ とが で き る。 とも あれ,

以 上 の施 設 は,藤 原 京 とは うっ て か わ って,対 外 的 に も 国家 の威 容 を誇 示 す る舞 台

装置 と して の役 割 を果 た した の で あ る(今 泉1993,pp.242-257)。

この ほ か に も,平 城 京 へ の 遷都 に あ た って構 造 上 変化 した部 分 に は,長 安 城 との

共 通性 を 明 瞭 に示 す要 素 が 少 な くな い。 京 の東 南 角 を欠 い て池 を設 け る こ と,宮 の

北 に大規 模 な苑 池 を お くこ ともそ の一 つ で あ り,平 城 宮 中央 区の 大 極殿 が建 つ 区画

は,長 安城 大 明 宮 の含 元 殿 の模 倣 と考 え られ て い る(狩 野1990,p.252)。 ま た,外

京 を除 く平 城 京 の 平 面 自体 が,長 安 城 を正確 に2分 の1に 縮 小 して90度 回転 させ た

も の と推 定 され る よ うに な った(井 上2008,pp.2-64)。 平城 京 の成 立 に さい して,

長 安 城 の 詳 細 な情 報 が もた らされ,決 定 的 な影 響 を与 えた こ とは疑 う余 地 が な い。

も っ とも,一 方 で は,藤 原 京 か ら連 続 す る要 素 も存 在 した。 た とえ ば,条 坊 の規

格 や 大 路 以 外 の道 路 幅 は基 本 的 に両 京 で 一致 す る し,京 内 にお け る寺 院 や 邸 宅 の配

置 に も,あ る程 度 の共通 性 が認 め られ る。 ま た,藤 原 京 の 南 端部 分 は地 形 上,宅 地

と して の利 用 が難 しく,南 北方 向 の実 質 的 な京 域 は9条 分 に近 か っ た と推 定 され る

が,平 城 京 が南 北9条 とな っ た の は,そ の反 映 で あ る可 能 性 が 高 い。 さ らに,藤 原

宮 の建 物 が 解 体 され て 平城 宮へ 運 ばれ た こ とは発 掘 調 査 か らも明 らか で,含 元 殿 と

の類 似 が指 摘 され る平城 宮 中央 区 の大 極殿 そ の もの も,藤 原 宮 大極 殿 の移 建 と考 え

られ る(小 澤2003,pp.336-349)。

した が っ て,平 城 京 が,唐 の長 安 城 お よび わ が 国 の藤 原 京 か ら,双 方 の要 素 を受

け っ い で い る こ とは事 実 で あ り,い ず れ か 一 方 だ け を 強調 す る の は誤 りだ ろ う。 い

わ ば,平 城 京 は,当 時 の 国力 と政治 的 ・社 会 的 諸 条件 に よ る制 約 のな か で,唐 の長

安城 と藤 原 京 をわ が 国 な りに止 揚 した都 城 だ っ た の で あ る(小 澤2003,p.295)。
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しか しなが ら,こ と遷都 に関 してい えば,両 京 の共通点はそれ を生む理 由とはな

りえない。平城遷都 が藤原京の さま ざまな問題点 を克服す る手段 であった以上,遷

都 の要 因は両京の相違点 にこそ あ らわれ るはず であ り,そ の部分 が長安城 を明確 に

指 向 している事実は,何 よ りも重視す る必要 がある。 とくに,羅 城 門か ら朱 雀大路

を経 て宮城へ と続 く都 の正面性が強調 され ている意義 は大き く,律 令国家がめ ざし

た都城 の姿がそ こに表 出 されてい るとみてよい。 この点で も,日 本の古代都 市一律

令制都城 は,そ の完成形 としての平城京 が示す ご とく,国 家 の威容 を視 覚的に誇示

す る政治的都市であった。

注

(1)「 藤i原 京 」 とい う名 称 は,『 日本 書 紀 』 『続 日本 紀 』 な ど の 古 代 の 史 料 に は 登 場 しな い 。 持

統 紀 に は 「新 益 京 」 と見 え る が,天 武 紀 の 「新 城 」 や 「京 師 」 も,基 本 的 に は こ れ と 一 連

の も の と考 え て よ い 。 そ の た め,時 期 を 限 定 せ ず,京 と して の 一 貫 性 を も た せ る 意 味 で,

通 例 に した が い 「藤 原 京 」 と 呼 ぶ こ と に す る。

(2)大 宝 令 大 尺 に 相 当 す る 尺 度 で,い わ ゆ る 高 麗 尺 に あ た る 。 実 長 は,大 宝 令 小 尺(唐 大 尺)

の1.2倍 の0.354～0.355m前 後 。な お,大 宝 令 大 尺 ・小 尺 を そ れ ぞ れ 唐 大 尺(1尺 ≒0 .30m)・

唐 小 尺(1尺 ≒0.25m)と み て,高 麗 尺 の 実 在 を 否 定 す る 見 解 が あ る(新 井1992)。 し か

し,度 地 に 関 わ る 部 分 で の 大 宝 令 の 大 尺 使 用 規 定 や,和 銅6年(713)2.月19日 の 格 に よ

る そ の 小 尺 へ の 改 定 状 況 は,遺 構 や 現 存 建 築 の うえ で も 確 認 で き る。 し た が っ て,そ れ ら

が 空 文 で な く実 際 に 遵 守 され た こ と,大 宝 令 小 尺 が 唐 大 尺 で あ り,大 宝 令 大 尺 が そ の1.2

倍 の い わ ゆ る 高 麗 尺 で あ っ た こ と は 動 か な い(井 上2004,pp.66-186。 小 澤1995)。

(3)300大 尺 の 実 長 は 約106mだ が,条 里 で は,畦 畔 や 水 路 に よ る 耕 地 面 積 の 減 少 や 不 均 衡 を

避 け る た め に,そ の 分 を 加 え た 辺 長 が 確 保 され た も の とみ ら れ る(木 全1988)。

(4)こ の 点 に お い て も,藤 原 京 域 が,す で に 条 坊 の 成 立 し て い た 範 囲 か ら縮 小 した と す る仁 藤

敦 史 氏 の 見 解(仁 藤i1998,pp.217-274。 仁 藤i1999)は 成 立 しが た い と思 う。 周 囲 の 条 里 と

は 明 ら か に 異 な る 条 坊 の 広 が り が 京 域 の 表 徴 で な い とす れ ば,そ れ 以 外 の 何 を も っ て 京 域

の 指;標 とす る の だ ろ うか 。 寺 崎 保 広 氏 が 的 確 に 評 し た よ うに(寺 崎2001a),京 域 が 縮 小 し

た と す る想 定 は,仁 藤 氏 自身 の 考 え を 除 く と,何 ら客 観 的 根 拠 を も た な い とい わ ざ る を え

な い 。

(5)こ れ に 対 し て,「 新 城 」 を 地 名(大 和 郡 山 市 新 木)と み る 説 や,平 城 京 に あ て る 説 が あ る。

し か し,平 城 京 を 「新 城 」 と呼 ん だ 例(『 続 日本 紀 』 神 護 景 雲3年(769)10,月 乙 未 条)

以 外 に,大 宰 府 を 「新 城 」 と称 し た 例(『 日本 書 紀 』 持 統3年(689)9月 己 丑 条)も 存 在

す る た め,成 立 しが た い(岸1987。 岸1988,pp.271-306)。

(6)京 域(あ る い は 条 坊 施 工 範 囲)が 確 定 し て い な か っ た と か,は じ め か ら不 整 形 で あ っ た と
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す る論者 は,条 坊制都城 の建設 とい う日本では じめての大事業 が,全 体の設計図 もな く,

い きあた りばった りの状態でお こなわれた とで も考 えるのだ う うか。疑問 とせ ざるをえな

い。地形 との関係 な どか ら,実 際の施工範 囲に変更は生 じたであろ うが,こ うした条坊の

施工 にさい しては,そ の範 囲を示す設計 図が 当初か ら不可欠であった と思 う。

(7)岸説京域 の外側 に広 がる部分 を含 めて 「大藤原京 」と呼ぶ研 究者 もい るが,筆 者 は,こ れ

こそが藤i原京の範 囲であ り,か つそれは基本 的に一貫 していた と考 える。したがって,「大

藤原京」 とい う呼称 は用い ない。いずれ淘汰 され るべき呼称で あろ う。

(8)なお,和 田氏 は,下 ツ道 で国家的祭 祀がお こなわれた事実 を根拠に,下 ツ道が藤原京 の西

京極大路 として機 能 した と推定 し,岸 説京域 の妥 当性 を強調す る(和 田1995,pp.355-364)。

しか し,そ れ らの祭祀が京極大路でな された と考 える必要はない と思 う。た とえば,和 田

氏が論拠 に挙 げた金属製人形一つ をとっても,平 城京で は二条大路や東一坊大路な どで多

数 の出土例が あ り,使 用場所 は必ず しも京極 に限定 されない。 この点か ら,む しろ,都 の

大路 を含む幹線道路が,そ うした国家的祭 祀の場 とな った と考 えるべ きであろ う。よって,

これ を根拠 に下ツ道を京極 とす る説には従 えない。

(9)宣化 陵の治定 に関 して,筆 者は現行 の鳥屋 ミサ ンザイ古墳で問題ない と考 えてい る(小 澤

2003,pp.154-197)a

(10)以 下,藤 原京 の条坊については,京 域 を10条x10坊(10里 四方)と し,北 か ら一条,

二条 と呼ぶ平城京条坊の呼称方式 を準用 して示す。

(参 考 文献)

阿部義平1986「 新 益京 につ いて」『千葉史学』9,千 葉歴 史学会。

新井 宏1992『 まぼろ しの古代尺一 高麗尺 はなか った一 』吉川弘文館 。

井上和人2004『 古代都城制条里制の実証 的研究』学生社。

井上和人2008『 日本古代都城制 の研究一 藤i原京 ・平城 京の史的意義一 』吉川 弘文館。

今泉隆雄1993『 古代宮都 の研究』吉川 弘文館。

今尾文昭1999「 新益京の借 陵守「 厂京二十五戸」の意 味す るところ一 」『考古学に学ぶ一 遺

構 と遺物一 』同志社大学考古学シ リーズVII,同 志社大学考古学シ リー ズ刊行会。

岩本次郎1980厂 平城京京 南特殊条里の一考察」『日本歴史』387,吉 川弘文館。

植木 久1998「 前期難i波宮の造営年代に関す る一考察一 他宮殿 との比較か ら一 」『大 阪の歴

史 と文化財 』創刊号,大 阪市文化財協会。

大脇 潔1991「 新益京の建設」『新版古代 の 日本』第6巻 近畿H,角 川書店。

大脇 潔1998「 藤原京京域復原論」『文学 ・芸術 ・文化』9-2,近 畿大学文芸学部。

小澤 毅1995「 条坊の復 元」『平城京左京 三条一坊十 四坪発掘調査報告』奈良国立文化財研

究所。



藤源 京 の成 立 と構造 をめぐる諸問題87

小澤 毅1997「 吉備池廃寺の発掘調査」『佛教藝術』235,毎 日新聞社。

小澤 毅2001「 書評 林部均著 『古代 宮都形成過程の研 究』」『考古学研究』48-1,考 古学研

究会。

小澤 毅2003『 日本古代宮都構造の研究』青木書店。

小澤 毅2005「 古代都市」『社会集団 と政治組織』列 島の古代史3,岩 波書店。

小澤 毅2008「 平城京左京 『十条』条坊 と京南辺条条里」『王権 と武器 と信仰 』同成社。

小澤 毅 ほか1997「 研究報告 についての討 議」『考古学研究』44-3,考 古学研究会。

愛宕 元1991『 中国の城 郭都市一 殷周か ら明清まで一 』 中公 新書1014,中 央公論社。

狩野 久1990『 日本古代 の国家 と都城 』東 京大学出版会。

狩野 久 ・木下正史1985『 飛鳥藤原 の都』 古代 日本 を発掘す る1,岩 波書店。

川越俊一2000厂 藤原京条坊年代考一 出土 土器 か ら見たその存続期 間一 」『研究論集XI』 奈

良国立文化財研究所。

岸 俊男1987「 日本都城制総論」『都城 の生態』 日本の古代9,中 央公論社。

岸 俊男1988『 日本 古代宮都の研 究』岩波 書店。

岸 俊男1993『 日本 の古代宮都 』岩波書店。

鬼頭 清明2000『 古代木簡 と都城 の研究』塙 書房。

北村優季1993「 条坊 の論理一 日本 古代都 市論覚書一 」『日本律令制論集』 上,吉 川弘文館。

木原 克司1987「 我が国にお ける条坊制都市 の成立 をめ ぐって一 研究の現状 と展望一」『人文

地理』39-5,人 文地理学会。

木全敬蔵1988「 条坊制 と条里制 」『季刊考 古学』22,雄 山閣出版。

黒崎 直2000「 藤原 宮 ・京の範 囲 とそ の性格」『研 究論集XI』 奈良国立文化財研 究所。

佐川 正敏2003「 中国都城 の発展史 と古代 日本への影響」『東ア ジア と 日本 の考古学』V集

落 と都市,同 成社。

千田 稔2004『 古代 日本の王権空 間』吉川弘文館。

竹 田政敬2000「 藤原京の京域 」『古代文化』52-2,古 代学協会。

竹 田政敬2003「 藤原京 の宅地一 班給規定 と宅地の実相一 」『橿原 考古学研究所論集 第十四』

八木書店。

舘野和 己1994「 古代都市一 宮か ら京へ一 」『日本の古代 国家 と城 』新人物往来社。.

舘野和 己1995「 平城京その後」『日本古代 国家の展 開』上巻,思 文閣出版。

寺崎保広2001a「 書評 仁藤敦史著 『古代王権 と都城』」『史学雑誌』第110篇 第1号,史 学会。

寺崎保広2001b「 書評 林部均著 『古代宮都形成過程 の研究』」『条里制 ・古代都市研 究』通

巻17号,条 里制 ・古代都市研 究会。

寺崎保広2002『 藤原京の形成』 日本史 リブ レッ ト6,山 川出版社。

直木孝次郎1994『 難波宮 と難波津:の研 究』吉川弘 文館。



88小 澤 毅

中尾芳治1995『 難波宮の研究』吉川弘文館。

中村太一1999「 藤原京の 『条坊制』」『日本歴 史』612,吉 川 弘文館。

奈良国立文化 財研 究所1978『 藤原宮木簡一 解説』奈 良国立文化財研究所史料第12冊 。

奈 良文化財研 究所2002『 飛鳥 ・藤原宮発掘調査 出土木簡概 報(16)』 。

仁藤i敦史1998『 古代王権 と都城』吉川弘文館。

仁藤敦史1999「 『藤i原京』の京域 と条坊」『日本歴史』619,吉 川 弘文館。

花谷 浩1997「 本薬師寺の発掘調査」『佛 教藝術』235,毎 日新 聞社。

林部 均2001『 古代宮都形成過程 の研究』青木書店。

森 公章1998『 「白村江」以後一 国家危機 と東アジア外交一 』講 談社。

山川 均 ・佐藤 亜聖2007「 下三橋 遺跡 の発掘調査 について一 古代都 市平城京 に関す る新知

見一」『条里制 ・古代都 市研究』22,条 里制 ・古代都市研 究会。

山中 章2001「 古代宮都成立期の都市性」『都市社会史』新体系 日本 史6,山 川出版社。

吉川真 司1997「 難 波長柄豊碕宮の歴史的位置」『日本 国家 の史的特質』古代 ・中世,思 文閣

出版。

吉川 真司2004「 七世紀宮都史研究の課題一 林部均 『古代宮都形成過程の研 究』をめ ぐって

一 」『日本 史研 究』507 ,日 本史研究会。

和 田:萃1995『 日本古代 の儀i礼と祭祀 ・信仰』 中,塙 書房。

和 田 萃1999「 大藤原京 と神社 ・山陵」『部落解放 なら』11,奈 良県部落解放研究所。

(挿図等出典)

第1表:筆 者作成

第1図:奈 良文化財研究所2007『 奈良文化財研究所紀要2007』 図113。

第2図:筆 者作成。

第3図:奈 良文化財研 究所2007『 奈良文化財研究所紀要2007』 図104。

第4図:奈 良文化財研 究所 ほか2002『 飛鳥 ・藤原京展』朝 日新 聞社,p.138挿 図 を一部改変。

第5図:奈 良国立文化財研 究所2000『 奈良国立文化財研究所年 報2000一 ■』図4。



藤原 京の成立 と構 造をめ ぐる諸問題89

第1表 藤原 京の造 営過 程 〈il日本書紀』『続N本 紀』による〉

カ が

天武5年(676)9月10日 王卿 を京 及 び畿 内 に遣 して 、人別 の兵 を 校 へ しむ。
にひ き かぎり

是年 新械に都つ くらむ とす。 限 の内の田園は、公私 を問はず、皆耕 さず して

悉に荒れぬ。然れ ども遂に都つくらず。
あまごひ

天武6年(677)5月 京及 び畿 内 に 髣 す。
おく しな

天武9年(680)5月1日 總 ・綿 ・絲 ・布 を以 て 、京 の 内の二 十 四寺 に 施 りた まふ こ と、各 差 有 り。
めぐ

1◎刃4H京 内の諸寺の貧乏 しき僧尼及び百姓 を懋みて賑給す。
ち か た

11月12目 皇后 の為 に誓願 ひて 、初 めて薬 師 寺を 興っ。

天武10年(681>2月25日 草壁 皇子尊 を立て て、 皇太子 とす。
みニとのり

天武R年(682)3月1H小 紫三野…E及び宮内官大夫等 に 命 して、新城 に遣 して、其の地形を見

しむ。仍 りて都 つくらむ とす。

3月16日 新城に幸す。
お は

天武 玉2年(683>7A18H天 皇 、京師 に巡 行 します。
かれ

12月17日 詔 して 臼 は く、 帆 そ都 城 ・宮室 、一 処 に非 ず。 必 ず 両参 造 らむ 。 故 、先
おも ニこ まか いへどニう たま

ず難波に都つくらむと欲ふ。是を以て、菖寮の者、各往 りて家 地を請 は

れ」 とのたまふ。

天武13年(684)2月28β 浄広肆:広瀬王 ・小錦中大伴連安麻呂、及び判官 ・録事 ・陰陽師 ・工匠等を
み

畿内に遣 して、都っ くるべき地を視占 しめたまふ。是の 日に、三野王 ・小

錦下采女臣筑羅等を信濃に遣 して、地形を看 しめたまふ。是の地に都っく

らむ とするか。
あり

3月9日 天皇、京師に巡行きたまひて、宮室之地を定めたまふ。
こせ のあそみ し た のみまか

天武14隼(685)3月16H京 職大夫直大参許勢朝臣辛檀努 卒 りぬ。

朱鳥元年(686)正 月14N難 波の大蔵省 に失火 して、宮塞悉に焚けぬ。
い かむあが

9月9H天 皇の病 、遂 に差 えず して、正 宮 に 崩 りま しぬ。 皇后 、臨 朝称 制す。
あはせ ゐ

持統元隼(687)1◎fi22H皇 太子、公卿 ・蕎寮人等 井 て諸の国司 ・国造及び百姓男女を率て、始め

て大内陵を築 く。

持統2年(688)正 月8H無 遮大会を薬師寺に設 く。
かむさ

持 統3年(689)4月13H皇 太 子草壁 皇子 尊 薨 りま しぬ。
わか

6月29日 諸 司 に令 一部 二十 二巻 班 ち賜 ふ。
あまつひつぎしろしめ

持 統4年(690)正 月1臼 皇后 、即 天 皇 位:す。
みやどころ みそなに おにみとも

10」329属 高市皇 子 、藤 原 の宮 地 を 観 す 。公 卿 百寮 従 な り。

12月19日 天 皇、 藤原 に幸 して宮 地 を観す。 公卿 百 寮、皆 従 な り。
しんやくのみやニ

持統5年(691)1◎ 月2?臼 使者を遣 して薪 益 京を鎮め祭 らしむ。

12月8日 認 して曰はく、 「右大臣に賜ふ宅地四町、直広弐よ り以上 には二町。大参

よ り以下には一町。勤より以下、無位に至るまでは、其の戸臼に随はむ。

其の上戸には一町。中戸には半町。下戸には四分之一。王等も此に准へよ1

とのたまふ。

持統6年(692)正 月12臼 天皇、新益京の路を観す。

5月2腰 浄広肆難波王等 を遣 して、藤原の宮地を鎮め祭 らしむ。

6月30H天 皇、藤原の宮地を観す。
ほりいだ かほね

持統7年(693)2月IOH造 京司衣縫王等に詔して、 掘 せる 尸 を収めしむ。

8月1H藤 原の宮地に幸す。

持統8年(694)正 月21β 藤原宮に幸す。

12月6H藤 原宮に遷 り居 します。

慶雲元年(7e4)1◎ 月20β 始めて藤原宮の地を定む。宅の宮中に入れる莨姓一千五百玉烟に布賜ふこ

と差有 り。
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図1藤 原京発掘調査位置図
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図2藤 原京復元 図

(一 部 の条 坊 は模 式 図,条 坊 呼 称 は便 宜 的 に 平 城 京 に準 ず る 。)
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図3藤 原宮発掘調査位置図
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図4藤 原宮の復元
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図5第100次 調査遺構 図




